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研究成果の概要（和文）：本科研は国際比較の観点からトランスナショナル高等教育の展開や多国籍大学の問題
について研究したものである。今日、大学の海外分校や大学の国際協力による、大学の国境を越えた展開が顕著
である。本研究はこうした現象を促進させ、また国内の教育機関と外国大学との最適なマッチングを支える要素
は何であるかを明らかにした。結論として、(1)国内の高い教育熱に比して低いインフラの成長、(2)内外の大学
における教育コストの大きな差、(3)外貨の流出を防ぐコストパフォーマンスの高い教育、(4)国内の学生の外来
文化からの保護、などの要素が重要であるとした。英語の通じる環境は好ましいが、マーケティングにとって必
須ではない。

研究成果の概要（英文）：The study has taken issues of the trans-national higher education and 
regional universities from a comparative perspective. We witnessed worldwide development of the 
trans-national expansion of the universities such as by the overseas branch campuses or by cross 
border collaboration of the foreign institutions.  This study examined the factors and conditions 
which contribute the development of transnational arrangement or the sustaining factors to form the 
best matching of hosting institutions and foreign providers.  As a conclusion this study highlighted
 the pushing factors such as (1) high aspiration for advanced education and lack of local 
infrastructure, (2) wide difference of educational costs between two countries, (3) saving budget by
 inviting the foreign collage with joint managment, and (4) protection of local students from 
external influences of different culture.  English speaking environment is preferable but not 
prerequisite for the successful marketing of TNHE.

研究分野： 比較教育学
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１．研究開始当初の背景 
  各国の高等教育は、ナショナルな教育要請
とグローバルな教育要請の双方を受けて、そ
の教育目的に含んでいる。外国の大学が他国
に分校を設置した場合、大学が国境を越えて
多国籍な範囲にキャンパスを持つ場合、ナシ
ョナルな教育要請とグローバルな教育要請
が必ずしも調和することなく、場合によって
は矛盾する場合も存在しうる。その場合、大
学の運営や教育はどのような影響を受ける
であろうか。このような疑問がこの研究の出
発点である。 
 
２．研究の目的 
 今日世界において国境を越えた高等教育
プログラム（トランスナショナル高等教育）
や多国籍大学が大きく展開している。このよ
うな大学は、それが目指す(1)ユニバーサル
な人材養成の目標と、(2)国家による国籍的
価値の教育という、価値教育上の葛藤をかか
えることになる。本研究は、こうした価値観
葛藤の問題への各大学の対応を調査・分析す
ることによって、高等教育の国家性と超国家
性についての概念枠組みを探求することを
目的とし、次のような研究課題を設定した。 
[1]複数国にまたがって展開する大学は、そ
れぞれの分離キャンパスにおいて、どのよう
な現地の社会的価値教育をカリキュラムに
反映させるか。 
 [2]非イスラーム圏の大学が、イスラーム
圏に分校等を設立した場合、どのような現地
宗教による制約を受けるか、またチベット仏
教国の場合ではどうか。 
 [3]資本主義圏の大学が（旧）社会主義国
に大学の分校等を設置した場合、キリスト教
圏の国の大学がイスラーム教圏に分校を設
置した場合、どのような価値教育プログラム
を課すことを要求するか。またその逆の場合
にはどうか。 
 
３．研究の方法 
本研究の最も基本的な研究方法は国際比

較研究という性格上、外国大学等の現地調査
を中心とした。外国学位授与大学、外国大学
分校、ホスト国提携校、多国籍大学、国際機
関大学などを訪問し、関係者へのインタビュ
ー、質問紙調査、資料収集を行う。各分担者・
協力者の専門能力を生かして、比較教育学的
にアプローチした。 
本研究の特徴は、各分担者・協力者が収集

した情報を整理して、トランスナショナル高
等教育の世界動向を把握するとともに、比較
尺度や比較の枠を設定して、総括的な比較分
析を行い、国境を超える高等教育と、現地社
会の教育要請の葛藤の理論的フレームワー
クを構築しようとした点にある。方法論とし
ては主として比較法を用いた。 
各国・地域において収集された資料・情報・

知見、現地調査において得られた情報を、京
都大学および適当な研究機関において比較教

育学の手法に従って集約・統合した。 
最終的に研究分担者、連携研究者、研究協

力者を集めた最終打ち合わせ研究会を開催し、
これまでの全情報の交換・共有、調査のフレ
ームワークと比較法の手続きの共有について
確認した。そのほか随時、関西地区の分担者・
協力者とは必要に応じて会合を開いた。 
 

４．研究成果 
トランスナショナル高等教育は、マーケッ

ト的には、ホスト国（自国）の高等教育コス
トと伝統的な留学のコストの差において生
まれた需要であるので、高等教育の国際化の
理念とはもともと別個のものである。それを
混同して、トランスナショナル高等教育への
参加こそが国際化への潮流であるかのよう
に考えるべきではない。大学の提供するプロ
グラムや学位などの質は、国際的な質保証ネ
ットワークなどによって、国境を越えてある
程度コントロールできるようになってきて
いる。しかし、フランチャイズ・システムな
どによって授与する学位の数を極端に増加
させることは、どこかで学位の価値を低下さ
せてしまう可能性もある。とりわけ学生、学
位 授 与 大 学 、 ホ ス ト 機 関 の ３ 者 が
WIN-WIN-WIN の状況は、この展開を客観的に
批判的に抑制する機能が働かない危険性が
あることを認識しなくてはならない。 
 本研究ではトランスナショナル高等教育
の近年の隆盛を支える発展原理について、い
くつかの事例を検討してきた。そのなかで一
般的共通原理と国別の、あるいは地域的な個
別原理（需要）の存在が明らかになった。こ
れらについて以下のようにまとめることが
できる。まず一般原理としては、トランスナ
ショナル高等教育は 
(1) 同一の学位・資格を取るために要するコ
ストが本校のそれよりも安価であることが
望ましい。生活費・滞在費・渡航費が本校で
の場合より安い場合はさらに有利である。 
(2) 学生の出身国の高等教育インフラが未
発達であるか、国内でカバーできる分野が限
られており、海外プロバイダの進出を歓迎す
る環境があること。 
(3) プロバイダの提供する学位や資格が、学
生の出身国やプログラムホスト国で評価が
高く、経済的な効用（高い収益率）が期待で
きること。 
(4) 学生の出身国、プログラムホスト国、学
位授与大学の所在国の言語的環境が類似し
ていることが望ましい。 
 一方、それに対して、国別のあるいは地域
的な個別原理（需要）がトランスナショナル
高等教育を推進していると考えられる事例
が明らかになった。すなわち、 
(1) 経済的に裕福なイスラーム圏の国々で
は、欧米の一流大学（学部）を国内に誘致す
ることによって、国内学生を欧米現地（多く
はキリスト教社会）に渡航留学させることな
く、質の高い高等教育を受けさせることがで



きる。 
(2) 旧社会主義圏の国々では、高等教育・研
究の一部の分野（経済、金融、経営、サービ
スなど）で経験が浅く、西洋資本主義国の当
該コースへの留学人気が高いが、それらの大
学が海外分校によって自国に進出すること
により、高いアクセスが実現する。 
(3) 中国の場合は、外国大学分校の直接の中
国進出を認めておらず、「内外協力による学
校運営」方式をとっている。中国の高等教育
が海外の大学に求めているのは高度な専門
領域を英語で教育するノウハウや、海外の大
学院へ進学させるための準備教育であり、そ
れを国内の合弁機関で行うことは外貨の流
出を防ぎ、政治的なコントロールも維持しや
すい。 
(4) 特定の学位や資格を求めて、外国の大学
に留学することは一般的な需要であるが、現
地では個々の国の学生向けにカリキュラム
や教え方などを細やかに配慮することは難
しい。ロシアの大学の日本分校のように、現
地に根をおろした分校では日本人学生にあ
ったロシア語や文化のカリキュラムや教育
方法を提供することができる。 
 トランスナショナル高等教育の展開を支
える原理（需要）には、一般的共通原理とは
別に、その国独自のあるいは地域的な個別原
理（需要）があることをみてきた。これらの
ことから、トランスナショナル高等教育を成
立させている原理は単なるコストの差だけ
ではなく、実に様々な環境要因がからんでい
ることが明らかになった。世界のトランスナ
ショナル高等教育市場における英語支配、欧
米英語圏の大学の支配の加速は否定しよう
のない現実ではある。しかし、この研究が明
らかにしたことは、①英語教育、②欧米英語
圏大学（プロバイダ）、③西洋型高等教育モ
デルの３点セットがトランスナショナル高
等教育成立のステレオタイプな必須条件と
は限らないという可能性である。これらの条
件に当てはまらない国や大学にも、様々な現
地の要請や社会的環境次第では、定式に当て
はまらないトランスナショナル高等教育の
市場が潜んでいる可能性について認識する
必要がある。 
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